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Ⅱ ＥＩＡ（方法書以降の手続に係る環境影響評価）の手法 

12．日照阻害 

12.1 道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害 

本資料は、「道路環境影響評価の技術手法」 のうち、「12.1道路（嵩上式）の存在に係る日照阻

害」を改定したものである。 改定の経緯を下の表に示す。今回の改定では、主務省令*1の改正を反

映させた。 

なお、本資料で示す手法等はあくまで一例であり、実際には各事業者が対象道路事業毎にこれ

らの手法等を参考としつつ、 適切な手法等を選択することが望ましい。 

 

 

 

*1 「道路事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うため

の手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」 （平成 10 年建

設省令第 10 号、最終改正：平成 25 年国土交通省令第 28 号） 

  

「道路環境影響評価の技術手法」 12.1「道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害」の改定の経緯

改定等の時期 資料番号 執筆等担当者 改定等の理由 

平成12年10月 土木研究所資料 
第3744号 
 

旧建設省土木研究所環境部交通環
境研究室  

初版 
 

 
主任研究員 
室長 

近藤 升 
大西 博文 

旧阪神高速道路公団交通環境室環
境技術課 

元係長 森 喜仁 

平成19年6月 国土技術政策総
合研究所資料 
第392号 
 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

主任研究官 
室 長 
前交流研究員

曽根 真理 
並河 良治 
沢村 英男 

平成25年3月 国土技術政策総
合研究所資料 
第714号 

国土交通省国土技術政策総合研究
所環境研究部道路環境研究室 

主務省令の改正 

室 長 
主任研究官 
研究官 

角湯 克典 
井上 隆司 
山本 裕一郎 
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「12.1 道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害」の概要 

道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害についての調査は、土地利用の状況及び地形の状

況の把握を目的として行う。予測は、参考手法による場合太陽の高度・方位及び高架構造

物（橋若しくは高架等）の高さ・方位等を用いた理論式により将来の日影状況を対象に行

う。予測結果から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

環境保全措置の検討を行う。評価は、事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・

低減されているかどうかについて、見解を明らかにすることにより行う。 

このほかに、事業特性及び地域特性の把握から、換気塔等の大規模施設の設置により日

照阻害の影響が生じると判断される場合は、換気塔等の大規模施設の設置に係る日照阻害

について、上記と同様の考え方に基づき調査・予測・評価を行う。 
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図－12.1 「道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害」における調査、予測及び評価の流れ 

12.1.5 調査の手法 

参考調査手法 

 土地利用の状況（住居等の立地状況、周辺地域に著しい日影の影

響を及ぼす中高層建築物の位置）及び地形の状況（住居等の立地す

る土地の高さ・傾斜等、周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形

の位置）を文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理

による方法を基本に調査 

参考手法より詳細な手法 

 ①現況日影図による日影状況

の把握 

 ②現況天空図又は現況日影図

と現況天空図による日影状

況の把握 

12.1.2 地域特性の把握 

１）自然的状況 

 ①地形の状況 

２）社会的状況 

 ①土地利用の状況 

 ②住宅の配置の概況 

 ③環境の保全を目的とする法令等の状況  

12.1.1 事業特性の把握 

１）対象道路事業実施区域の位置 

２）対象道路事業に係る構造の概要 

 ①道路構造の種類、概ねの位置、延長 

 ②換気塔等の存在の有無、設置が想定される

概ねの位置 

 

12.1.3 項目の選定 

① 道路の構造が高架等の日影を生じさせる構造である場合 

② 影響範囲内に住居等の保全対象が現在存在する、又は、都市計画上、土地利用上から将来の立地

が計画されている場合 

 その他の項目の選定は、換気気塔等の大規模施設を設置する場合であって、影響範囲内に住居等の

保全対象が現在存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の保全対象の将来の立地が計画

されている場合に行う。 

12.1.4 調査及び予測の手法の選定 

 調査・予測手法は、参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られ

る情報等を踏まえ、選定する。ただし、現状で既存の中高層建築物や地形等による日照への影響が大

きくなっており、冬至日等において日影の範囲及び日影となる時刻や時間数の定量的な日影状況の把

握が必要となる場合には、参考手法より詳細な調査の手法を用いる。  

12.1.6 予測の手法 

参考予測手法 

 原則として太陽の高度・方位及び高架構造物等の高さ・方位等を用いた理論式を用いて、等時間の

日影線を予測地域の平面図上に表すことにより予測する。 

12.1.7 環境保全措置の検討 

① 予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、実行可能

な範囲内で環境影響をできる限り回避・低減することを目的として環境保全措置の検討を行う。 

② ①の検討を行った場合は、複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか

どうかの検討等を通じて、環境影響ができる限り回避・低減されているかどうかを検証する。 

③ ①の検討を行った場合は、環境保全措置の実施主体、方法、効果、措置後の環境の状況の変化及

びそれに伴う環境への影響を明らかにする。 

12.1.8 評価の手法 

 事業者により実行可能な範囲内で環境影響が回避・低減されているかどうかを評価する。 
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12.1.1 事業特性の把握 

 事業特性の把握については、計画の熟度に応じ、道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害

の調査及び予測に関連する以下の内容を把握する。なお、当該事業において「配慮書段階

の検討＊1」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、不足する情報を補足する。 

１）対象道路事業実施区域の位置 

 ２）対象道路事業に係る道路の区分（道路構造令（昭和 45 年政令第 320 号）第三条に規

定する道路の区分をいう）、設計速度、計画交通量及び構造の概要 

(1) 構造の概要 

①道路構造の種類（盛土、切土、トンネル、橋若しくは高架、その他の構造の別）、

概ねの位置、延長 

   ②換気塔等の存在の有無、設置が想定される概ねの位置 

 

【解 説】 

これらの事業特性は、項目の選定、調査の手法の選定、予測の実施に必要となる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」は、住居等の保全対象（「12.1.2 地域特性の把握」

で把握）との位置関係を判断するために必要である。また、「構造の概要」は、影響範

囲（「12.1.3 項目の選定」で記述）の設定、並びに対象道路事業の道路構造及び換気

塔等の大規模施設の存在の有無を判断するために必要である。一般的には、嵩上式の道

路構造を対象とするが、換気塔等の大規模施設が設置される場合においても必要に応じ

て対象とする。詳細は、「12.1.3 項目の選定」を参照のこと。 

 ２）調査及び予測の手法の選定に係る事業特性 

日照阻害の場合、事業特性の面から調査の手法を選定することはない。詳細は、

「12.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照のこと。 

 ３）予測に用いる事業特性 

「対象道路事業実施区域の位置」及び「構造の概要」は、予測の実施に当たって必要

な情報である。特に「構造の概要」では、標準的には道路の構造別の概ねの位置が予測

条件の設定に当たって必要であるが、換気塔等の大規模施設が設置される場合にはその

想定される概ねの位置も必要となる。詳細は、「12.1.6 予測の手法」を参照のこと。 

 

*1「配慮書段階の検討」 

概略ルート・構造の検討（構想段階の検討）における、環境面に関する検討を、環

境影響評価法第３条の２及び関連する主務省令に基づき行ったもの。「１．計画段階

配慮事項（全ての影響要因・環境要素に共通）」を参照。 
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12.1.2 地域特性の把握 

地域特性の把握については、対象道路事業実施区域及びその周囲において入手可能な最

新の文献＊１その他の資料（出版物等であって、事業者が一般的に入手可能な資料）に基づ

き、道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害に関連する以下の内容を把握する。なお、当該

事業において「配慮書段階の検討」を行った場合は、その検討で収集した情報を活用し、

不足する情報を補足する。 

１）自然的状況 

(1) 地形及び地質の状況 

①地形の状況 

地形の区分及び分布状況 

２）社会的状況 

(1) 土地利用の状況 

土地利用の現況、土地利用計画の状況 

(2) 学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施設の配置の状況及

び住宅の配置の概況 

学校、病院、幼稚園、児童福祉法に基づく児童福祉施設（保育所等）、老人ホーム、

図書館等の配置の状況、集落の状況、住宅の配置の概況、将来の住宅地の面整備計

画の状況 

(3) 環境の保全を目的として法令等により指定された地域その他の対象の状況及び 

当該対象に係る規制の内容その他の状況 

①都市計画法(昭和43年法律第100号)第八条第一項第一号の規定により定められた 

用途地域 

 

【解 説】 

これらの地域特性は、項目の選定、調査の手法の選定、予測及び評価の実施に必要と

なる。 

なお、「配慮書段階の検討」を実施した事業（本項目を計画段階配慮事項として選定

しなかった場合を含む。）においては、その検討で一定程度の情報が収集されているこ

とから、これらを活用し、不足する情報を補足する。 

 １）項目の選定に係る地域特性 

項目の選定に係る地域特性として、「土地利用の現況」、「学校、病院、幼稚園、児

童福祉法に基づく児童福祉施設(保育所等)、老人ホーム、図書館等の配置の状況」、「集

落の状況」、「住宅の配置の概況」から現在の住居等の保全対象の立地状況を把握する。

また、「土地利用計画の状況」、「将来の住宅地の面整備計画の状況」から将来の住居

等の保全対象の立地状況を想定する。これらと一般的には、「12.1.1 事業特性の把握」

で整理した対象道路事業実施区域の位置関係から、項目の選定について検討する。なお、

換気塔等の大規模施設が設置される場合には、必要に応じてこれらとの位置関係につい

ても把握し、項目の選定について検討する。詳細は、「12.1.3 項目の選定」を参照の

こと。 
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２）調査及び予測の手法の選定に係る地域特性 

「地形の区分及び分布状況」及び「土地利用の現況」は現状で地形や既存の中高層建

築物等が日照に与えている影響の程度を把握するために必要であり、把握の結果を踏ま

え、調査の手法を選定する。詳細は、「12.1.4 調査及び予測の手法の選定」を参照の

こと。 

 ３）予測及び評価に用いる地域特性 

予測及び評価の実施に用いる地域特性としては、「地形の区分及び分布状況」、「土

地利用の現況」、「土地利用計画の状況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」、

「都市計画法第八条第一項第一号の規定により定められた用途地域」がある。これらは、

予測地域及び予測地点を設定するために必要である。 

 

 *1「入手可能な最新の文献」 

文献の例を表－12.1 に示す。 

表－12.1 地域特性の項目と資料の例 

地域特性の項目 文献・資料名 文献・資料から抽出する内容 発行者等 

自
然
的
状
況

地形の状況 地形図 地形の区分及び分布状況 国土地理院 

社
会
的
状
況 

土地利用の状況 土地利用図 土地利用の現況 

土地利用計画の状況 
国土地理院 

土地利用現況図 都道府県 

市町村 

土地利用基本計画図 

土地利用動向調査 
都道府県 

学校、病院その他の

環境の保全につい

ての配慮が特に必

要な施設の配置の

状況及び住宅の配

置の概況 

住宅地図 学校、病院、幼稚園、児童福

祉法に基づく児童福祉施設

（保育所等）、老人ホーム、

図書館等の配置の状況、集落

の状況、住宅の配置の概況、

将来の住宅地の面整備計画

の状況 

民 間 

土地利用動向調査 都道府県 

環境の保全を目的

として法令等によ

り指定された地域

その他の対象の状

況、当該対象に係る

規制の内容の状況 

都市計画図 都市計画法第八条第一項第

一号の規定により定められ

た用途地域 

市町村 
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12.1.3  項目の選定 

本項目の選定は、以下の場合に行う。 

①道路の構造が高架等の日影を生じさせる構造である場合 

②影響範囲内に住居等の保全対象が現在存在する、又は、都市計画上及び土地利用上 

から将来の立地が計画されている場合 

その他の項目の選定は、換気塔等の大規模施設を設置する場合であって、影響範囲内に

住居等の保全対象が現在存在する、又は都市計画上及び土地利用上から住居等の保全対象

の将来の立地が計画されている場合に行う。 

 

影響範囲＊１は、高架構造物等の端からの水平距離が高架構造物等の高さの４～16 倍程

度＊２となる範囲とする。 

 

【解 説】 

本項目の選定にあたっては、「12.1.1 事業特性の把握」で得られた「対象道路事業

実施区域の位置」及び「構造の概要」と「12.1.2  地域特性の把握」で得られた「土地

利用の現況」、「集落の状況」、「住宅の配置の概況」、「土地利用計画の状況」及び

「将来の住宅地の面整備計画の状況」から判断するものとする。 

その他の項目の選定にあたっては、「12.1.1 事業特性の把握」で得られた「構造の

概要」と「12.1.2  地域特性の把握」で得られた「土地利用の現況」、「集落の状況」、

「住宅の配置の概況」、「土地利用計画の状況」及び「将来の住宅地の面整備計画の状

況」から判断するものとする。 

なお、これらの項目の選定にあたっては、選定するにしないに拘わらず、その理由を

明らかにするものとする。 

 

*1「影響範囲」 

影響範囲は、対象道路の高架構造物又は換気塔等の大規模施設（以下「高架構造物

等」という。）の周辺地域において、日照阻害が予想される範囲を含む区域とする。 

ここで、「日照阻害が予想される範囲」とは、冬至日において、真太陽時の午前８

時から午後４時までの間に日影が生じると想定される範囲を標準とする。 

「午前８時から午後４時まで」の時間の設定に当たっては、日本各地での冬至日に

おける日出時刻で最も遅いのが午前７時台、日入時刻で最も早いのが午後４時台であ

ることを考慮した。 

*2「高架構造物等の高さの４～16 倍程度」 

地形等の影響がない場合、真太陽時の午前８時から午後４時までの間に日影が生じ

ると想定される範囲は、高架構造物等の端からの水平距離が、高架構造物等の高さの

４～16 倍程度になるものと考えられる（表－12.2 参照）。 
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表－12.2 冬至日における日影の長さ 

時 刻※1 

日 影 の 長 さ※2 

札 幌 ※3 

(43°02′) 

青 森 ※3

(40°49′) 

東 京 ※3

(35°41′) 

鹿児島 ※3 

(31°34′) 

那 覇 ※3

(26°12′) 

8：00 15.7 11.4 7.0 5.4 4.1 

9：00 4.8 4.2 3.2 2.7 2.2 

10：00 3.1 2.8 2.2 1.9 1.6 

11：00 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 

12：00 2.3 2.1 1.7 1.4 1.2 

13：00 2.5 2.2 1.8 1.5 1.3 

14：00 3.1 2.8 2.2 1.9 1.6 

15：00 4.8 4.2 3.2 2.7 2.2 

16：00 15.7 11.4 7.0 5.4 4.1 

※1 時刻は、真太陽時で表している。 

※2 日影の長さは、日影を生じさせるものの高さを１として表示したものである。 

※3 （ ）内は、各地点における緯度を示す。 
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12.1.4 調査及び予測の手法の選定 

調査及び予測の手法は、12.1.5 及び 12.1.6 に示す参考手法を勘案しつつ、事業特性

及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定する。より詳細な

手法を選定する場合として、以下のような場合が想定される。 

１）参考手法より詳細な手法を選定する場合 

現状で既存の中高層建築物や地形等による日照への影響が大きくなっており、冬至日

等において日影の範囲及び日影となる時刻や時間数の定量的な日影状況の把握が必要

となる場合には、参考手法より詳細な調査手法を選定する。 

 

【解 説】 

調査及び予測の手法の選定にあたっては、省令第二十三条に基づき、参考手法を勘案

しつつ、事業特性及び地域特性、方法書手続きを通じて得られる情報等を踏まえ、選定

する。また、上記の１）では、参考手法より詳細な調査の手法を選定する場合の要件を

示した。 
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12.1.5 調査の手法 

12.1.5－1 参考調査手法 

参考調査手法は、以下による。 

１）調査すべき情報 

(1) 土地利用の状況 

①住居等の立地状況 

②周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす中高層建築物の位置 

(2) 地形の状況 

①住居等の立地する土地の高さ、傾斜等＊１ 

②周辺地域に著しい日影の影響を及ぼす地形の位置 

２）調査の基本的な手法 

調査方法は、文献その他の資料＊２による情報の収集及び当該情報の整理による方法と

する。ここで、土地利用の状況及び地形の状況は「地域特性の把握」においても整理し

ているが、ここでは１万分の１から２千５百分の１程度の図面により把握する。 

３）調査地域 

調査地域は、高架構造物の周辺地域において、日照阻害が予想される範囲（冬至日の

午前８時から午後４時までの間に日影が生じる範囲）を含む地域とする。 

４）調査期間等 

調査時期は、土地利用の状況及び地形の状況に係る調査すべき情報を適切に把握する

ことができる時期とする。 

12.1.5-2 参考手法より詳細な調査の手法 

「12.1.4 調査及び予測の手法の選定」における参考手法より詳細な調査手法は、基

本的に現況日影図＊３による日影状況の把握とする。ただし、地形や建築物の立地状況が

複雑な場合や住居等の保全対象が少ない場合には、必要に応じて現況天空図＊４又は現況

日影図と現況天空図により日影状況の把握を行う。 

 

別表第二 参考手法（調査の手法） 

日照阻害：道路（嵩上式）の存在 

一 調査すべき情報 

イ 土地利用の状況 

ロ 地形の状況 

二 調査の基本的な手法 

文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理 

三 調査地域 

土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受けるおそれがある

と認められる地域 

四 調査期間等 

土地利用の状況及び地形の状況を適切に把握することができる時期 
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【解 説】 

「12.1.5-1 参考調査手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考

調査手法を具体的に示した。また、「12.1.5-2 参考手法より詳細な調査手法」は、

「12.1.4 調査及び予測の手法の選定 １）参考手法より詳細な手法を選定する場合」

に該当する調査手法である。これらの調査手法は、現状の日影の程度により、予測・評

価に対して、合理的に十分対応できる手法である。 

 

*1「傾斜等」 

傾斜等として、土地の傾斜のほか、谷地・岸地・台地等の位置を調査する。 

*2「文献その他の資料」 

表－12.1 に示す文献・資料に加えて、必要に応じ、建物用途別土地利用現況図（市

町村）等を収集し、必要な情報を整理する。 

*3「現況日影図」 

現況日影図による方法とは、既存資料から土地利用の状況及び地形の状況を調査し、

その結果を用いて既存の中高層建築物や地形が与える日影の影響を、現状の冬至日等

における日影線の範囲を平面図上に表すことにより把握するものである（図－12.2、

12.3 参照）。現況日影図の作成により、冬至日等の日影の範囲及び日影となる時刻や

時間数を把握することができる。 

 

 
 

図－12.2 現況日影図の一例〔等時間日影図〕 
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図－12.3 現況日影図の一例〔時刻別日影図〕 

 

*4「現況天空図」 

現況天空図による方法は天空写真に冬至日等の太陽の軌道を描き込むものであり

（図－12.4 参照）、現地調査地点周辺の既存の中高層建築物や地形の状況とともに、

現地調査地点の現状の冬至日等における日影となる時刻や時間数を把握することがで

きる。地点調査により日影状況を具体的に把握できるものの、日影の範囲を把握する

ことは困難である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図－12.4 現況天空図の一例 
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12.1.6 予測の手法 

１）予測の基本的な手法 

等時間の日影線を描いた日影図＊1 の作成は、等時間の日影線を予測地域の平面図上に

表すことを原則とするが、必要に応じ断面図上にも表すことにより行う。 

予測式は、太陽の高度・方位及び高架構造物の高さ・方位等を用いた次式を用いる。 

ℓ＝Ｈ･cotΖ･cos（θ-α）                                       （12.1） 

ここで、 

ℓ ：高架構造物の道路延長方向に垂直な方向における高架構造物の端から日影 

線までの水平距離（ｍ） 

Ｈ：高架構造物の高さ（ｍ)（高架構造物に遮音壁等が設置される場合には 

その天端の高さ、設置されない場合には高欄の高さ） 

Ｚ：太陽高度（°） 

θ：太陽の方位角（°） 

α：高架構造物の道路延長方向に垂直な方向が北からなす角度（高架構造物の 

延長方向が西からなす角度)(°)(右まわりを正とする） 

 

なお、Ｚ及びθは、以下の式により求める。 

sinΖ＝sinψ･sinδ+cosψ･cosδ･cost                             （12.2） 

cosθ=
sin Z・ sinψ- sinδ

cos Z・ cosψ
                                         （12.3） 

ここで、 

ψ：その地方の緯度（°） 

δ：太陽の赤緯（°)(冬至における値は－23°27′） 

ｔ：時角（°)(１時間について 15°の割合で、真太陽時における 12 時を中心 

にとった値。午前は負、午後は正となる） 

 

また、現況天空図を作成した地点等では、必要に応じて日影図と将来天空図＊2 又は将

来天空図により日影状況の予測を行う。 

２）予測地域 

予測地域は、調査地域内にあって、住居等の保全対象、又は将来これらの立地予定が

ある箇所を含む地域とする。 

３）予測地点 

予測地点＊3 は、予測地域内にあって、高架構造物等の沿道状況、高架構造物等と周辺

地盤との高低差の程度を勘案し、日影状況の変化の程度を的確に把握できる地点に設定

する。 

予測を行う高さは住居等の保全対象で最も日影の影響が大きくなる居住階の高さと

し、一般には１階に設定＊4 する。 

４）予測対象時期等 

予測対象時期は、高架構造物等の設置が完了する時期の冬至日とする。 

５）予測の不確実性 
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新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されて

いない場合において、予測の不確実性の程度＊5 及び不確実性に係る環境影響の程度を勘

案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければな

らない。 

 

別表第二 参考手法（予測の手法） 

日照阻害：道路（嵩上式）の存在 

一 予測の基本的な手法 

等時間の日影線を描いた日影図の作成 

二 予測地域 

調査地域のうち、土地利用及び地形の特性を踏まえて日照阻害に係る環境影響を受ける

おそれがあると認められる地域 

三 予測地点 

土地利用及び地形の特性を踏まえて予測地域における日照阻害に係る環境影響を的確

に把握できる地点 

四 予測対象時期等 

道路（嵩上式）の設置が完了する時期 

 

【解 説】 

「12.1.6 予測の手法」では、省令別表第二（第二十三条関係）に規定する参考予測

手法を具体的に示した。この予測手法は、評価に対して、合理的に十分対応できる手法

である。 

予測指標は日影時間とし、既存の中高層建築物等との複合影響により環境影響が重大

となるおそれがある場合には、その影響についても考慮する。さらに、ＥＩＡ（方法書

以降の手続に係る環境影響評価）の実施の段階で、対象事業以外の事業活動等によりも

たらされる日影を、当該事業以外の事業に対する環境影響評価結果等で具体に把握でき

る場合、この影響も勘案して予測を行う。 

 

*1「等時間の日影線を描いた日影図」 

等時間日影図は、１時間ごとの等時間の日影線の範囲を太陽高度・方位及び高架構

造物等の方位・高さなどから計算して求め、予測地域の平面図上（図－12.5 参照）に

表すものである。この日影図により、高架構造物等が原因で生じる日影の範囲及び日

影となる時間数を把握することができる。ただし、等時間の日影線を断面図上に表し

た方が日影状況の把握が容易である場合には、１時間ごとの等時間の日影線の範囲を、

予測地域の平面図上と併せて、日照阻害に係る環境影響を的確に把握できる地点の断

面図上（図－12.6 参照）にも表すものとする（例えば、高架構造物の桁下からの日照

の確保を考える場合（図－12.7、12.8 参照）等）。なお、等時間の日影線の算出に当

たっては時刻別の日影線を算出する必要があるが、これにより時刻別日影図も作成す

ることができる。 



 - 12-1-15 -

 

図－12.5 東西方向の道路における等時間日影図の一例〔平面図〕 

 

 

 
図－12.6 東西方向の道路における等時間日影図の一例〔断面図〕 

 

また、高架構造物の橋脚の位置が想定され、桁下からの日照が確保できると考えら

れる場合には、それを考慮することができる（図－12.7、12.8 参照）。 

 

 

図－12.7 高架構造物の桁下からの日照を考慮することができる一例 

〔高架構造物が高い場合〕 
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図－12.8 高架構造物の桁下からの日照を考慮することができる一例 

〔高架構造物が分離構造の場合〕 

*2「将来天空図」 

地形や建築物の立地状況が複雑な場合や住居等の保全対象が少ない場合で現況天空

図を作成した地点等では、必要に応じて日影図と将来天空図又は将来天空図により日

影状況の予測を行う。 

将来天空図は現況天空図に高架構造物等を描き込んだものであり、高架構造物等と

冬至日等の太陽の軌道とを比較することにより、日影となる時刻及び時間数の予測を

行うことができる（図－12.9 参照）。 

将来天空図から得られる予測結果は日影図（断面図）から得られる予測結果と同一

であるが、日影図（平面図）のように日影の範囲を把握することは困難である。また、

利点として、既存の中高層建築物や地形等から生じる日影との複合予測が容易にでき

る点、地点予測により日影状況が具体的に把握できる点がある。 

 

 

図－12.9 将来天空図の一例 
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*3「予測地点」 

将来天空図の予測地点は、現況天空図を作成した地点等の予測が必要となる地点と

する。 

*4「１階に設定」 

「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）第五十六条の二に係る別表第四によると、

１階の高さは平均地盤面から高さ 1.5ｍとすることが考えられる。 

*5「予測の不確実性の程度」 

予測の不確実性の程度は、予測の前提条件を変化させて得られる、それぞれの予測

の結果のばらつきの程度により、把握する。 
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12.1.7 環境保全措置の検討 

１）環境保全措置の検討 

予測結果等から、環境影響がない又は極めて小さいと判断される場合以外にあっては、

事業者により実行可能な範囲内で環境影響をできる限り回避又は低減すること及び国

又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている

基準又は目標の達成に努めることを目的として環境保全措置＊1 を検討する。その検討が

ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合＊2 は、それぞれの検討の段階における環境保全

措置の具体的な内容を明らかにできるよう整理する。 

２）検討結果の検証 

１）の検討を行った場合は、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能な

より良い技術が取り入れられているかどうかの検討により、実行可能な範囲内において

環境影響をできる限り回避又は低減されているかどうかを検証する。 

３）検討結果の整理 

１）の検討を行った場合は、以下の事項を明らかにする。 

(1) 環境保全措置の実施主体、方法その他の環境保全措置の実施の内容 

(2) 環境保全措置の効果、種類及び当該環境保全措置を講じた後の環境の状況の変化

並びに必要に応じ当該環境保全措置の効果の不確実性の程度＊3 

(3) 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれがある環境への影響 

４）事後調査 

以下の事項に該当する場合であって、かつ環境影響の程度が著しいものとなるおそれ

があるときは、事後調査を実施＊4 する。 

(1) 予測の不確実性の程度が大きい予測手法を用いる場合で環境保全措置を講ずる場合 

(2) 効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合 

 

【解 説】 

*1「環境保全措置」 

日照阻害に対する環境保全措置の例としては、環境施設帯の設置、高架構造物の上

下部工の形式・配置等の工夫及び透光型遮音壁の設置等が考えられる。なお、上下部

工の形式・配置等の工夫とは、高架構造物の桁高の検討、桁下空間の確保により、高

架構造物による日影の影響を低減させることである。 

*2「ＥＩＡにおいて段階的に実施された場合」 

ＥＩＡとは、方法書以降の手続に係る環境影響評価のことである。段階的に実施さ

れた場合とは、方法書、準備書、評価書の各段階において環境保全措置の内容が変化

した場合が相当する。 

*3「環境保全措置の効果の不確実性の程度」 

 日照阻害に係る環境保全措置としては、上記の*1「環境保全措置」で示した環境施

設帯の設置、上下部工の形式・配置等の工夫及び透光型遮音壁の設置が考えられ、こ

れらの効果は「12.1.6 予測の手法 １）予測の基本的な手法」で示されている理論

式により定量的に把握することができるため、一般的に効果の不確実性は小さいと考

えられる。 
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*4「事後調査を実施」 

 予測の基本的な手法は、太陽の高度・方位及び高架構造物等の高さ・方位等から理

論式を用いて行うため、日影の範囲及び日影となる時刻や時間数を定量的に把握する

ことができ、一般的に不確実性は小さいと考えられる。また、上記の*2「環境保全措

置の効果の不確実性の程度」で述べたとおり、日照阻害に係る環境保全措置の効果に

ついても一般的に不確実性は小さく、事後調査の必要性は少ないと考えられる。 
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12.1.8 評価の手法 

評価の方法は以下による。 

１）回避又は低減に係る評価 

調査及び予測の結果並びに環境保全措置の検討を行った場合にはその結果を踏まえ、

道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害に関する影響が、事業者により実行可能な範囲

内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境

の保全についての配慮が適正になされているかどうかについて、見解を明らかにする

ことにより行う。 

２）基準又は目標との整合性の検討 

国又は関係する地方公共団体による環境保全の観点からの施策によって、選定項目

に関して基準又は目標＊1 が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測

の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する。 

 

【解  説】 

回避、低減の評価は、住居等の保全対象の日影時間が現状と比較して増加しない場合

等、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される

場合はそのことをもって、環境保全措置を検討した場合は、環境保全措置による回避・

低減の程度をもって行う。 

 

*1「基準又は目標」 

道路（嵩上式）の存在に係る日照阻害に関しては、国による基準又は目標は示され

ていない。 

 なお、参考となる指標として、以下のものが考えられる。 

 

①「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担について」 

（平成 15 年国土交通省国総国調第 46 号）において示されている別表（表－12.3 

参照） 

   本参考指標は行政における通知として、道路も含めた公共施設を対象に、補償を

行う場合の閾値を示したものである。 

 

②「建築基準法」（昭和 25 年法律第 201 号）第五十六条の二に係る別表第四（表－12.4

参照） 

   本参考指標は道路を対象としていないものの、日影に規制をかけている法律であ

る。 
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表－12.3 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる 

  損害等に係る費用負担について」の別表 

別表 

 （い） (ろ) （は） 

 

地域又は区域 階 

日陰時間 

北 海 道 以 外 の

区域 

北海道の区域 

(1) 第一種低層住居専用地域又は第二種低

層住居専用地域 一階 四時間 三時間 

(2) 第一種中高層住居専用地域又は第二種

中高層住居専用地域 二階 四時間 三時間 

(3) 第一種住居地域、第二種住居地域、準住

居地域又は近隣商業地域若しくは準工

業地域のうち土地利用の状況が第一種

住居地域、第二種住居地域、準住居地域

における土地利用の状況と類似してい

ると認められる区域 

二階 五時間 四時間 

(4) 上記以外の地域又は区域のうち土地利

用の状況が(1)から(3)までに掲げる地

域又は区域における土地利用の状況と

類似していると認められる地域又は区

域 

地域又は区域の状況に応じて(1)から(3)ま

でに準じて取り扱う 

備考 

1.(い)欄の第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中

高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工

業地域は、それぞれ都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第八条第１項第一号に掲げる第一種低層

住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域をいう。 

2.(は)欄に掲げる日陰時間は、開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室につい

ては、当該居室の開口部の面する方位に応じて補正するものとする。 

3.(ろ)欄に掲げる階以外の階に係る(は)欄の日陰時間は、(は)欄に掲げる日陰時間を基準とし、公共施

設の高さ、公共施設と住宅等との位置関係等の状況を勘案して定めるものとする。 
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表－12.4 「建築基準法」第五十六条の二に係る別表第四 

別表第四 日影による中高層の建築物の制限 

 （い） （ろ） (は) (に) 

 地域又は区域 制 限 を 受 け る

建築物 

平 均 地 盤

面 か ら の

高さ 

 敷地境界線からの水平

距離が 10ｍ以内の範

囲における日影時間 

敷地境界線からの水

平距離が 10ｍを超え

る範囲における日影

時間 

１ 第一種低層住

居専用地域又

は第二種低層

住居専用地域 

軒 の 高 さ が ７

ｍ を 超 え る 建

築 物 又 は 地 階

を 除 く 階 数 が

３ 以 上 の 建 築

物 

1.5ｍ (1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

２ 第一種中高層

住居専用地域

又は第二種中

高層住居専用

地域 

高さが 10ｍを

超える建築物 

４ｍ又は

6.5ｍ 

(1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

３ 第一種住居地

域、第二種住

居地域、準住

居地域、近隣

商業地域又は

準工業地域 

高さが 10ｍを

超える建築物 

４ｍ又は

6.5ｍ 

(1) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(2) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

４ 用途地域の指

定のない区域 

イ 軒 の 高 さ

が ７ ｍ を

超 え る 建

築 物 又 は

地 階 を 除

く 階 数 が

３ 以 上 の

建築物 

1.5ｍ (1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

ロ 高さが 10

ｍ を 超 え

る建築物 

４ｍ (1) ３時間 

（道の区域内にあって

は、２時間） 

２時間 

（道の区域内にあっ

ては、1.5 時間） 

(2) ４時間 

（道の区域内にあって

は、３時間） 

2.5 時間 

（道の区域内にあっ

ては、２時間） 

(3) ５時間 

（道の区域内にあって

は、４時間） 

３時間 

（道の区域内にあっ

ては、2.5 時間） 

この表において、平均地盤面からの高さとは、当該建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにお

ける水平面からの高さをいうものとする。 

 (注) 1.敷地境界線からの水平距離が５ｍを超える範囲において、(に)欄の(１)、(２)又は(３)の号（同

表の３又は４の項にあっては、(１)又は(２)の号）のうちから地方公共団体がその地方の気候
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及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を

生じさせることのないものとしなければならない。 

   2.建築基準法では、「建築物」を以下のように定義している。 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの（これに類する構造のもの

を含む。）、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物

内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内

の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上屋、貯蔵槽その他これらに類する施

設を除く。）をいい、建築設備（建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、

消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。）を含むものとす

る。 
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